
廃棄物系バイオマスの利活用に関連する法制度の概要 

 

【廃棄物系バイオマスの利活用を明確に記載している法制度】 

名称 概要 

バイオマス活用推進

基本法 

【目的】 

バイオマスの活用の推進に関して基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び

国民の責務を明らかにするとともに、バイオマスの活用の推進に関する施策の基本と

なる事項を定めている。 

【概要】 

国はバイオマス活用推進基本計画を策定し、バイオマスの活用に必要とされる基本

的施策を盛り込み、その実現に向けてバイオマス活用推進会議やバイオマス活用推進

専門家会議を設置することなどを定めている。 

食品循環資源の再生

利用等の促進に関す

る法律 

（食品リサイクル

法） 

【目的】 

食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関

し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を

促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食

品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促

進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

【概要】 

事業者及び消費者は食品廃棄物等の発生抑制等に努め、食品関連事業者は主務大臣

が定める再生利用等の基準に従い再生利用等に取り組むものとされ、主務大臣はこの

基準に基づき食品関連事業者に対し、指導、助言、勧告及び命令を行うことができる

ことを規定している。さらに、これら食品関連事業者の再生利用等への取組を促進す

る措置として、主務大臣の登録を受けた再生利用事業者等について、廃棄物処理法、

肥料取締法等の特例が講じられることを規定している。 

 

【廃棄物系バイオマスの利活用に関連する法制度】 

名称 概要 

循環型社会形成推進

基本法 

【目的】 

環境基本法 （平成５年法律第 91号）の基本理念にのっとり、循環型社会の形成に

ついて、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らか

にするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合

的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄

与することを目的とする。 

【概要】 

循環型社会を形成するための基本法であり、製品の製造から排出まで生産者が一定

の責任を負う「拡大生産者責任」（EPR）及び事業者及び国民の排出者責任を明確に位

置付けたことが特徴である。 

また、廃棄物の処理について優先順位を初めて法定化している。 

（1）廃棄物の「発生抑制（リデュース）」 

（2）使用済み製品をそのまま使う「再使用（リユース）」 

（3）使用済み製品を原材料として利用する「再生利用（リサイクル）」 

（4）廃棄物の「適正処理」 

（5）熱回収 

国は「循環型社会形成推進基本計画」を作成し、計画の内容をおおむね 5年ごとに

見直すことなどを規定している。 



廃棄物の処理及び清

掃に関する法律 

（廃棄物処理法） 

【目的】 

廃棄物の排出を抑制し、また、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処

理等の処理を行って、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全と公衆衛生

の向上を図ることを目的とする。 

【概要】 

主に家庭から排出される廃棄物を一般廃棄物、事業活動に伴って発生する廃棄物を

産業廃棄物と定義し、それぞれの処理方法等について定めている。同法律に基づき、

廃棄物処理の基本方針が定められ、排出量、再生利用率、最終処分量などの目標が設

定されている。 

肥料取締法 

【目的】 

肥料の品質を保全し、その公正な取引きを確保するため、肥料の規格の公定、登録、

検査等を行い、もって農業生産力の維持増進に寄与することを目的としている。 

【概要】 

肥料を「普通肥料」と「特殊肥料」の２つに大別しており、これらを生産、輸入、

販売する際にはその種類に応じて、農林水産大臣又は都道府県知事に登録や届出が必

要となる。法改正により、汚泥肥料が特殊肥料から普通肥料に移行し、品質表示制度

などが創設されている。 

揮発油等の品質の確

保等に関する法律 

【目的】 

国民生活との関連性が高い石油製品である揮発油、軽油及び灯油について適正な品

質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を講じ、もつて消

費者の利益の保護に資するとともに、重油について海洋汚染等の防止に関する国際約

束の適確な実施を確保するために必要な措置を講ずることを目的とする。 

【概要】 

バイオ燃料が混和されたガソリンや軽油の利用拡大が見込まれている中、その適正

な品質を確保し、消費者の利益を確保することを目的として、揮発油等の品質の確保

等を定めている。改正法においては、揮発油、軽油、灯油及び重油について、適正な

品質の製品を安定的に供給するため、ガソリンや軽油にバイオ燃料を混和する事業者

に対して、特定加工業の登録の義務付け、品質確認の義務付けの２点が課される。 

家畜排泄物の管理の

適正化及び利用の促

進に関する法律 

【目的】 

畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定めるとともに、家

畜排せつ物処理の高度化を図るための施設の整備を計画的に促進する措置を講ずるこ

とにより、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜産業の健全

な発展に資することを目的としている。 

【概要】 

家畜の頭羽数が一定規模以上の者については、管理基準を満たす管理施設において、

家畜排せつ物を管理していくことが義務付けられている。また、農林水産大臣による

家畜排せつ物の利用の促進に関する基本方針の作成、都道府県による地域の実情に即

応した施設整備の目標等を内容とした計画の作成、金融上の支援措置が規定している。 

 

 


